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中国における体育・スポーツ社会学研究の歴史的使命 

【日本スポーツ社会学会第 5 回大会基調講演】 
蘆 元鎮１） 

 
中国における体育・スポーツ社会学的研究が改革・開放の時代に始まったが，本報告は，

その発展の背景と足跡を顧みながら，今日の中国における体育・スポーツ社会学研究の基

本的特徴を明らかにするとともにそれぞれの時期の理論的研究・社会調査などの代表的な

成果を紹介しながら若干の総括を行うものである。 
 なお，その上に新しい中国の歴史的発展段階における体育・スポーツの役割の転換，体

育・スポーツ界改革に果たすべき社会学的研究の基盤，経済発展と体育・スポーツの関係

等についてふれながら社会科学としての体育・スポーツ社会学研究が果たすべき歴史的使

命について論じる。 
キーワード：計画経済から市場経済へ、群衆体育・スポーツ、社区スポーツ、国家体育運

動委員会 
１）北京体育大学教授 

 
 



現代スポーツヘの新たなアプローチ 

【日本スポーツ社会学会第５回大会基調講演】 
J.D.マンデル J.R.マンデル 

  
最近 30 年間，左翼理論家の幾人かがスポーツの研究に注意を向けるようになった。競技

者への彼らの関心は，資本主義と，資本主義社会の中における根本的な社会変動への関わ

り方にたいする，彼らの批判的な立場に根差していた。彼らは，社会の中でスポーツがい

かに機能していたかを知ろうとし，資本主義を克服する努力が成功裏に終わる領域として

スポーツが考えられるかを検討した。本稿で，これらの左翼知識人の仕事を批判し，現代

スポーツヘの彼らの理解に対してもう一つの考えを述べてみたいと思う。我々は，スポー

ツの中身を検証し，その影響と魅力の根元を探ってみたい。スポーツを堕落した活動とし

てみたり，また，資本主義を擁護したり，変革しようと人々を導く政治の場としてみたて

たりするより，スポーツ自身の中に重要性と積極性をみいだすものだと考えたい。スポー

ツは人々を引き入れるという意味で確かに政治性を内包している。何故なら，スポーツは，

基本的な人生の問題をまざまざとみせてくれるから。しかし，私たちの見解からは，スポ

ーツは文字どおりの意味で一つの文化的形式なのであり，広い意味の政治の中で道具的な

価値をもつものではない。 
キーワード：生活課題、現代スポーツ、左翼 
 
 
論文 

ネットワークから読み解く相撲社会 

拡張する「タニマチ」のネットワーク 
浅川 重俊１） 

本研究は，これまでの相撲研究において扱われることのなかった「タニマチ」をネット

ワークをもとに分析することによって，相撲社会が現実的な社会全体においてどのように

位置付き，どのような役割を果たしているのかを明らかにすることを目的としている。 
 具体的な分析対象である「タニマチ」は，相撲社会とそれを取り巻く外部の社会との間

で様々な形の相互関係を媒介する存在である。そこで，一般的な構造を持つ組織としては

捉えきれないインフォーマルな集団を理解していく有効な手段であるネットワーク分析は，

相撲社会の内外で強い影響力を行使しているにもかかわらず，その位置付けが曖昧な「タ

ニマチ」という個人を体系的に把握することを可能にしてくれる。 
 こうして分析した「タニマチ」のネットワークの特質から，相撲社会は「タニマチ」を

介して外部社会からの政治的，経済的な援助を受けると同時に，外部社会の恣意的な政治

的，経済的なネットワークを隠蔽するという役割を果たしているということと，そうした



役割を持つ社会的な装置として全体社会の一部を構成していることが明らかになった。 
キーワード：ネットワーク、「タニマチ」，相撲社会，外部社会 
１）筑波大学体育学研究科 

 
 

スポーツ番組の制作現場からみた 

「テレビ・スポーツ」に関する研究 

擬似的なせめぎ合いとしてのテレビ･スポーツ 
橋本 政晴１） 

 
本稿は，スポーツ番組の制作現場のメカニズムや，そこに生きる制作者たちの姿を描き出

すことを通して，テレビ・スポーツを捉え直そうとする試みである。 
 先行するテレビ・スポーツに関する研究蓄積では，社会におけるその効果や機能，文化

的・社会的な意味解釈に視角が向けられ，制作者たちからの一方的な視聴者たちへの伝達

としてテレビ・スポーツが位置づけられていた。そこで，スポーツの中継番組とニュース

番組を事例として，テレビ・スポーツを相互的な関係，ここでは擬似的なせめぎ合いのも

とに位置づけるための糸口を求めた。 
 その結果として次の３点を指摘した。第一に，映像の選択に関する暗黙の技法マニュア

ルや取材技法の存在が確認され，メディア・テクノロジーによる強い支配のもとにテレビ・

スポーツは作り出されていた。第二に，スポーツのさまざまな場面に対応した制作の手法

やニュース・ネットワーク，記者配置の空間的な組織化が第一点目と相まって，番組に共

通した特定のパターンを生み出していた。第三にこうした制作現場に潜むメカニズムは，

制作者たちが直接は対面できない視聴者たちの「ウケ」をイメージしていることから生成

されたものであった。 
 以上のことから，制作者たちと視聴者たちの擬似的なせめぎ合いの関係のもとに，テレ

ビ・スポーツを位置づけ，捉え直しの方向性を提示した。 
キーワード：テレビ・スポーツ、暗黙の技法マニュアル、特定のパターン，イメージされ

る視聴者の「ウケ」，擬似的なせめぎ合い 
１）筑波大学大学院 

 
 
 
 
 
 



研究ノート 

トライアスロンにおけるバイク種目のドラフティング・ルール解禁 

商業主義の影響に関する一考察 
増井 悟１） 

 
今日のスポーツ界は商業主義に大きく影響され，競技スポーツは観客を楽しませる機能

を持ち合わせていることが必要とされる。こうした現象はマス・メディアやスポンサー企

業とスポーツとの在り方に起因すると考えられる。本研究では商業主義化がトライアスロ

ンのレース形式，とりわけ競技ルールに与えた影響について明らかにする。 
 トライアスロンは一般的に「過酷な耐久スポーツ」として知られていたが，近年になっ

て世界的主要レースのエリート部門ではバイク競技においてドラフティング・ルールが解

禁され，「見るスポーツ」の要素を持つようになった。本来トライアスロンは，他の選手の

力を借りずに個人の力でスイム，バイク，ランを遂行するスポーツであったが，同ルール

の解禁はトライアスロンの本質を変える可能性がある。以上の変容はトライアスロンがオ

リンピック正式種目として採用されたことに大きく関係している。即ち，商業主義化か浸

透したオリンピック・スポーツは利潤追求を目的とした広告・宣伝の競争手段として扱わ

れ，特に「見るスポーツ」としての機能性が求められている。トライアスロンも例外では

なく，ルールの変更はこの商業主義化の煽りを受けた結果と考えられる。 
 スポーツ界における商業主義化の浸透は社会における近代化と産業化の理論を反映して

いる。資本主義社会のもとでは市場価値が重要な要素である。市場においては人々の相対

的評価によってモノの社会的価値が評価されている。トライアスロンはドラフティング・

ルールの解禁を中心としたレース形式の変化によって「見るスポーツ」に適合し，市場価

値の高揚につながった。スポーツ界の商業主義化はマス・メディアやスポンサー企業によ

る競技内容の支配を生み出した。競技内容を決定する因子として「競技時間」，「競技空間」，

「競技ルール」が考えられる。 
キーワード：トライアスロン、ドラフティング・ルール、商業主義、市場価値 
１）東海大学 

 
 

韓国におけるスポーツ参与の増大とスポーツ環境の変化 

金 恵子１）  田中 励子１）  江刺 正吾２） 
 
本研究の目的は，韓国におけるスポーツ参与者の増大に影響を及ぼしたスポーツ施設，

スポーツ関係の法律，スポーツ組織そしてスポーツ指導者などのスポーツ環境の変化を明

らかにすることである。研究の方法は，1980 年代から最近までの韓国におけるスポーツ環



境に関する諸資料及び文献を総合的に検討する。スポーツ活動という社会的行為が存続し

発展していくためには，パーソンズの社会理論を援用するならば，スポーツ行為が自然的・

社会的環境に適応し，目標を立ててその達成に努力し，人々の連帯性を高めて価値を維持

しなければならない。 
 本研究では，これまでの先行研究から，スポーツ環境を構成する下位体系としてスポー

ツ施設，スポーツ関係の法律，スポーツ組織そしてスポーツ指導者の４つの要件を取りあ

げた。 
 主な結果は以下のとおりである。 
１）スポーツ施設はスポーツ参与に必要な物理的な環境を提供する。韓国におけるスポー

ツ施設は，1984 年から最近まで大きく変化した。とくに公共施設の充実に力をいれて

いるが，その数は 1984 年 451 ヵ所，1988 年 689 ヵ所，1994 年 2,621 ヵ所そして 1996
年 3,307 ヵ所と大幅に増えた。 

２）スポーツ参与の目標を策定し，その目標の達成に向かって，諸資源を動員する機能と

してスポーツ関係の法律がある。韓国のスポーツ活動を法的に支えたのは，1962 年に

施行された「国民体育振興法」と 1989 年に施行された「体育施設の設置・利用に関す

る法」である。その結果，スポーツ施設とスポーツ予算の確保，スポーツ指導者の養

成などに大きな目標を与えた。 
３）スポーツ組織は，スポーツに関連する集団やスポーツ参与者を統合する機能を果たす。

韓国におけるスポーツ関係の政府組織として，「体育省］が 1982 年に創設されて，ス

ポーツ振興に強力な支えとなった。また，スポーツの民間組織としてＹＭＣＡと社会

体育センターもそれぞれ人々のスポーツ参与に貢献した。 
４）スポーツ指導者は，スポーツ文化を維持し，発展させる機能を担っている。韓国にお

ける「生活体育指導者」は，1986 年 177 名，1989 年 2,629 名，1992 年 2,951 名そし

て 1994 年 1,595 名が養成され，国民のスポーツ参与に貢献した。 
キーワード：スポーツ参与，スポーツ環境，スポーツ施設，スポーツ関係の法律，スポー

ツ組織，スポーツ指導者 
１）奈良女子大学大学院 ２）奈良女子大学 


